
後発地震注意情報発表に伴う特別な注意

く北海道•三陸沖後発地震注意情報の発表に伴い防災対応をとるべき地域>

•「特別な備え」及び「日頃からの地震への備えの再確認」を実施し、

その上で社会経済活動を継続してください。

12月 8 日 23:15 12月 9 日02:00 12 月16500:00
肯森県東方沖 後発地震注意’情報発表 特別な注意の呼びかけ終了

の地震発生

防災対応

▲ 特別な注意の呼びかけ開始 特別な注意の呼びかけ終了

【特別な備え】・ ；

•すぐに逃げられる態勢の維持

•非常持出品の常時携帯など
・日頃から実施している場合は、その継続。

(日頃より実施)

1
【日頃からの地震への備え】※再確認 ;

•避難場所、避難経路の確認 i
•ご家族との連絡手段の確認 ！(引き続き実施)

•家具等の固定 !

•非常食などの備蓄の確認など :
-----------------------------------------------!-------------------

1週間(地震発生からX6 8時間経過した以降の正時まで) Z
匕i


